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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局であって、
　移動局との間のセッションを介した通信を制御するように構成されている通信制御部を
具備しており、
　受信したパケットのヘッダ内における固定部分の変化が検出された場合には、該パケッ
トを送信するための新規セッションを追加するとベアラ内で前記無線基地局或いは前記移
動局の能力を超える数のセッションが設定されることになる場合であっても、前記通信制
御部は、既存のセッションを削除して、該新規セッションを追加して該パケットを送信す
るように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　Ｓ１インターフェイスを介して受信されたパケットのヘッダに基づいて、前記固定部分
の変化を検出するように構成されている検出部を具備することを特徴とする請求項１に記
載の無線基地局。
【請求項３】
　前記移動局から受信されたパケットが新規のＡｄｄ-ＣＩＤ或いはコンテクスト識別子
を有するＩＲパケットであるか否かに基づいて、前記固定部分の変化を検出するように構
成されている検出部を具備することを特徴とする請求項１又は２に記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記通信制御部は、前記固定部分の変化が検出された場合で、かつ、前記新規セッショ
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ンを追加すると前記ベアラ内で前記無線基地局或いは前記移動局の能力を超える数のセッ
ションが設定されることになる場合に、設定されているセッションのうち最も古くに設定
されたセッションを削除して該新規セッションを設定するように構成されていることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の無線基地局。
【請求項５】
　前記通信制御部は、前記固定部分の変化が検出された場合で、かつ、前記新規セッショ
ンを追加すると前記ベアラ内で前記無線基地局或いは前記移動局の能力を超える数のセッ
ションが設定されることになる場合に、設定されているセッションのうち所定時間パケッ
トが送信されていないセッションを削除して該新規セッションを設定するように構成され
ていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の無線基地局。　
【請求項６】
　前記通信制御部は、前記固定部分の変化が検出された場合で、かつ、前記新規セッショ
ンを追加すると前記ベアラ内で前記無線基地局或いは前記移動局の能力を超える数のセッ
ションが設定されることになる場合に、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを起動するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の無線基地局
。　
【請求項７】
　前記通信制御部は、前記固定部分の変化が検出された場合で、かつ、前記新規セッショ
ンを追加すると前記ベアラ内で前記無線基地局或いは前記移動局の能力を超える数のセッ
ションが設定されることになる場合に、該ベアラを一旦削除して再度同一のベアラを追加
するように構成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の無線
基地局。　
【請求項８】
　前記通信制御部は、同一のＲＲＣメッセージによって、前記移動局に対して、前記ベア
ラの削除及び追加を指示するように構成されていることを特徴とする請求項７に記載の無
線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式における音声パケットでは、
図８に示すように、ＲＴＰ（Ｒｅａｌ-ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）ペイロードに対するＲＴＰヘッダやＵＤＰ（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）ヘッダやＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ヘッダの割合が多く、
リソースの利用効率やカバレッジの観点で懸念がある。
【０００３】
　そこで、ＬＴＥ方式のＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）において、音声パケットに対して、ＲＯＨＣ（Ｒｏｂｕｓｔ　Ｈｅａ
ｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）方式によるヘッダ圧縮を適用することが想定されてい
る。
【０００４】
　ＲＯＨＣ方式によれば、各パケットにおけるＲＴＰヘッダやＵＤＰヘッダやＩＰヘッダ
のうち変化したフィールドのみを送信することで、実際に送信するビット数を低減するこ
とができる。ここで、ＲＯＨＣ方式では、各パケットにおけるＲＴＰヘッダやＵＤＰヘッ
ダやＩＰヘッダを最小３バイトまで圧縮可能である。
【０００５】
　以下、ＲＴＰヘッダやＵＤＰヘッダやＩＰヘッダのうち変化しないフィールドを「Ｓｔ
ａｔｉｃ　ｐａｒｔ」と呼ぶ。例えば、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」としては、ＲＴＰレ
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イヤにおける識別子であるＳＳＲＣ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｏｕｒｃｅ）
やＩＰアドレス等が挙げられる。
【０００６】
　また、ＲＴＰヘッダやＵＤＰヘッダやＩＰヘッダのうち変化するフィールドを「ｄｙｎ
ａｍｉｃ　ｐａｒｔ」と呼ぶ。例えば、「ｄｙｎａｍｉｃ　ｐａｒｔ」としては、「ＲＴ
Ｐ　ｔｉｍｅｓｔａｍｐ」や「ＲＴＰ-Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ」や「ＵＤＰ　
ｃｈｅｃｋｓｕｍ」等が挙げられる。
【０００７】
　なお、１つのベアラに対して複数のセッション（例えば、ＲＴＰセッション又はＲＴＣ
Ｐ（ＲＴＰ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）セッション）が設定されることがある
が、かかる複数のセッションのいくつに対してヘッダ圧縮を適用することができるかにつ
いては、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢの能力に依存する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２３
【非特許文献２】ＲＦＣ３０９５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、無線基地局ｅＮＢには、ＲＴＰセッション上を流れるＲＴＰパケット及
びＲＴＣＰセッション上を流れるＲＴＣＰパケットの内容を解釈して動作する機構が備え
られていないため、無線基地局ｅＮＢは、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されたパケ
ット（例えば、ＲＴＰパケット又はＲＴＣＰパケット）を検出した場合に、かかるパケッ
トが新規に追加されたセッション上を流れるパケットであるのか、或いは、既存のセッシ
ョン上を流れているパケットの「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されたのかについて判
定して制御することができない。
【００１０】
　したがって、無線基地局ｅＮＢは、ベアラ内に設定されているセッション上で「Ｓｔａ
ｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されたパケットを検出すると、かかるベアラに対して新規セッ
ションが追加されたものと判断してしまう。
【００１１】
　その結果、無線基地局ｅＮＢは、かかる新規セッションを追加すると、１本のベアラ内
で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッション（例えば、ＲＴＰセ
ッション又はＲＴＣＰセッション）が設定されることになると判断した場合には、かかる
新規セッションの追加が拒絶されてしまうという問題点があった。
【００１２】
　例えば、図９に示すように、１本のベアラ内で設定可能なセッション数が２本までとい
う制約がある場合で、ＲＴＰセッションのＳＳＲＣが「Ｘ」から「Ｙ」に変更になると、
ベアラ＃１内で新規セッションが追加されたものと判断され、かかるＲＴＰセッション上
を流れるＲＴＰパケットは破棄されてしまうという問題点があった。
【００１３】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ベアラ内に設定されてい
るセッション上で「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されたパケットを検出した場合に、
かかるパケットを破棄してしまうという事態を回避することができる無線基地局を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、無線基地局であって、移動局との間のセッションを介した通信
を制御するように構成されている通信制御部を具備しており、受信したパケットのヘッダ
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内における固定部分の変化が検出された場合には、該パケットを送信するための新規セッ
ションを追加するとベアラ内で前記無線基地局或いは前記移動局の能力を超える数のセッ
ションが設定されることになる場合であっても、前記通信制御部は、該新規セッションを
介して該パケットを送信するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、ベアラ内に設定されているセッション上で「Ｓ
ｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されたパケットを検出した場合に、かかるパケットを破棄
してしまうという事態を回避することができる無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢの動作を示すフローチャートで
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するための図であ
る。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図７】本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【図９】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。本実施形態に係る移動通信システムとして、ＬＴＥ方式の移動通信システムを例
示して説明するが、本発明は、ＬＴＥ方式以外の移動通信システムにも適用可能である。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、無線基地局ｅＮＢと、移動
局ＵＥとを具備している。
【００１９】
　図１の例では、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとの間でベアラ＃１が設定されている。
ここで、かかるベアラ＃１は、音声用ベアラであってもよいし、ビデオ用ベアラであって
もよい。
【００２０】
　なお、本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力に基づいて決定され
たベアラ＃１内で同時に設定可能なセッション（例えば、ＲＴＰセッション又はＲＴＣＰ
セッション）の最大数は「２」であるものとする。
【００２１】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢは、送信部１１と、受信部１２
と、通信制御部１３と、検出部１４を具備している。
【００２２】
　送信部１１は、移動局ＵＥとの間で設定されているセッション上でパケット（例えば、
ＲＴＰパケット又はＲＴＣＰパケット）を送信するように構成されており、受信部１２は
、移動局ＵＥとの間で設定されているセッション上でパケット（例えば、ＲＴＰパケット
又はＲＴＣＰパケット）を受信するように構成されている。
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【００２３】
　通信制御部１３は、移動局ＵＥとの間のセッション（例えば、ＲＴＰセッション或いは
ＲＴＣＰセッション）を介した通信を制御するように構成されている。
【００２４】
　検出部１４は、受信部１１によって受信されたパケット（例えば、ＲＴＰパケット又は
ＲＴＣＰパケット）のヘッダ内における「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化、すなわち、
「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを検出するように構成されている
。
【００２５】
　例えば、検出部１４は、Ｓ１インターフェイスを介して受信された下りパケットのヘッ
ダに基づいて「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出するように構成されていてもよい
。
【００２６】
　具体的には、検出部１４は、Ｓ１インターフェイスを介して受信された下りパケットの
ヘッダの中身を解析して「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出するように構成されて
いてもよい。
【００２７】
　或いは、検出部１４は、移動局ＵＥから受信されたパケットが新規のＡｄｄ-ＣＩＤを
有するＩＲ（Ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｆｒｅｓｈ）パケットである
か否かに基づいて「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出するように構成されていても
よい。
【００２８】
　具体的には、移動局ＵＥから受信されたパケットが、新規のＡｄｄ-ＣＩＤ（コンテク
スト識別子）を有するＩＲパケットである場合に、検出部１４は、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａ
ｒｔ」の変化を検出するように構成されていてもよい。
【００２９】
　また、検出部１４が、受信部１１によって受信されたパケットのヘッダ内における「Ｓ
ｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出した場合には、かかるパケットを送信するための新
規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超
える数のセッションが設定されることになる場合であっても、通信制御部１３は、かかる
新規セッションを追加してパケットを送信するように構成されている。
【００３０】
　かかる場合、通信制御部１３は、ベアラ＃１内において、既存のセッション（コンテク
スト）を削除（破棄）して、上述の新規セッションを追加するように構成されている。
【００３１】
　ここで、通信制御部１３は、ベアラ＃１内の既存のセッションのうち最も古くに設定さ
れたセッションを削除するように構成されていてもよい。
【００３２】
　例えば、図３（ａ）に示すように、ベアラ＃１内においてセッション＃１/＃２が設定
されている状態で、検出部１４が、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケッ
トを検出した場合には、通信制御部１３は、新規セッション＃３を追加するとベアラ＃１
内で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されること
になるため、図３（ｂ）に示すように、ベアラ＃１内の既存のセッション＃１/＃２のう
ち最も古くに設定されたセッション＃１を削除し、新規セッション＃２を設定するように
構成されていてもよい。
【００３３】
　以下、図４を参照して、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢの動作について説明する。
【００３４】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１０１において、「Ｓｔａｔｉｃ
　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを検出すると、ステップＳ１０２において、かか
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るパケットを送信するための新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局ｅＮ
Ｂ或いは移動局ＵＥの能力を超える数（所定のセッション数）のセッションが設定される
ことになるか否かについて判定する。
【００３５】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ１０３に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
終了する。
【００３６】
　ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢは、ベアラ＃１内において、特定のセッ
ション、例えば、ベアラ＃１内の既存のセッションのうち最も古くに設定されたセッショ
ンを削除する。
【００３７】
　なお、「最も古い」とは、時間的に古くてもよいし、コンテクストの識別子の値が小さ
いものであってもよい。
【００３８】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図５を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００３９】
　本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢでは、検出部１４が、受信部１１によって受信され
たパケットのヘッダ内における「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出した場合には、
かかるパケットを送信するための新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合であ
っても、通信制御部１３は、かかる新規セッションを追加してパケットを送信するように
構成されている。
【００４０】
　かかる場合、通信制御部１３は、ベアラ＃１内において、既存のセッション（コンテク
スト）を削除（破棄）して、上述の新規セッションを追加するように構成されている。
【００４１】
　ここで、通信制御部１３は、ベアラ＃１内の既存のセッションのうち所定時間パケット
が送信されていないセッションを削除するように構成されていてもよい。
【００４２】
　例えば、図５（ａ）に示すように、ベアラ＃１内においてセッション＃１/＃２が設定
されている状態で、検出部１４が、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケッ
トを検出したケースについて考える。
【００４３】
　ここで、セッション＃１において、パケットが流れなくなってから２分が経過しており
、セッション＃２において、パケットが流れなくなってから１０分が経過しているものと
する。
【００４４】
　かかるケースにおいて、通信制御部１３は、新規セッション＃３を追加するとベアラ＃
１内で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されるこ
とになるため、図５（ｂ）に示すように、ベアラ＃１内の既存のセッション＃１/＃２の
うち所定時間（例えば、５分）パケットが送信されていないセッション＃２を削除し、新
規セッション＃２を設定するように構成されていてもよい。
【００４５】
　ここで、所定時間パケットが送信されていないセッションが複数存在する場合には、通
信制御部１３は、パケットが送信されていない時間の最も長いセッションを削除するよう
に構成されていてもよい。
【００４６】
（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
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　図６を参照して、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００４７】
　本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢでは、検出部１４が、受信部１１によって受信され
たパケットのヘッダ内における「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出した場合には、
かかるパケットを送信するための新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合であ
っても、通信制御部１３は、かかる新規セッションを追加してパケットを送信するように
構成されている。
【００４８】
　かかる場合、通信制御部１３は、移動局ＵＥについてのＩｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオ
ーバを起動するように構成されていてもよい。　
　以下、図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００４９】
　図６に示すように、ステップＳ１００１において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの
間でベアラ＃１（例えば、音声用ベアラ）が設定されている状態（Ｕ-ｐｌａｎｅが導通
している状態）で、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１００２において、かかるベアラ＃
１内のセッション上で「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを検出する
と、ステップＳ１００３において、移動局ＵＥに対して、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオ
ーバを行うように指示する。
【００５０】
　かかる場合、移動局ＵＥは、ステップＳ１００４Ａにおいて、ＲＯＨＣをリセットし、
無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ１００４Ｂにおいて、ＲＯＨＣをリセットする。
【００５１】
　その後、ステップＳ１００５において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間でＲＡＣ
Ｈ手順が行われ、ベアラ＃１内に新規セッションが設定される。
【００５２】
（本発明の第４の実施形態に係る移動通信システム）
　図７を参照して、本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００５３】
　本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢでは、検出部１４が、受信部１１によって受信され
たパケットのヘッダ内における「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出した場合には、
かかるパケットを送信するための新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合であ
っても、通信制御部１３は、かかる新規セッションを追加してパケットを送信するように
構成されている。
【００５４】
　かかる場合、通信制御部１３は、ベアラ＃１を一旦削除して再度同一のベアラ＃１を追
加するように構成されていてもよい。　
　ここで、通信制御部１３は、同一のＲＲＣメッセージ（例えば、「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」）によって、移動局ＵＥに対して、ベア
ラ＃１の削除及び追加を指示するように構成されていてもよい。
【００５５】
　以下、図７を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００５６】
　図７に示すように、ステップＳ２００１において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの
間でベアラ＃１（例えば、音声用ベアラ）が設定されている状態（Ｕ-ｐｌａｎｅが導通
している状態）で、無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２００２において、かかるベアラ＃
１内のセッション上で「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを検出する
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と、ステップＳ２００３において、移動局ＵＥに対して、ベアラ＃１の削除及び追加を指
示する「ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する
。
【００５７】
　その後、ステップＳ２００４において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間でＲＡＣ
Ｈ手順が行われ、ベアラ＃１内に新規セッション（ベアラ＃１）が設定される。
【００５８】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００５９】
　本実施形態の第１の特徴は、無線基地局ｅＮＢであって、移動局ＵＥとの間のセッショ
ン（ＲＴＰセッション或いはＲＴＣＰセッション）を介した通信を制御するように構成さ
れている通信制御部１３を具備しており、受信したパケットのヘッダ内における「Ｓｔａ
ｔｉｃ　ｐａｒｔ（固定部分）」の変化が検出された場合には、かかるパケットを送信す
るための新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥ
の能力を超える数のセッションが設定されることになる場合であっても、通信制御部１３
は、かかる新規セッションを追加してパケットを送信するように構成されていることを要
旨とする。
【００６０】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢが、ベアラ＃１内に設定されているセッション
上で「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されたパケットを検出した場合に、新規セッショ
ンを追加して、かかるパケットを送信することができる。
【００６１】
　本実施形態の第１の特徴において、Ｓ１インターフェイスを介して受信されたパケット
のヘッダに基づいて「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変化を検出するように構成されている
検出部１４を具備してもよい。
【００６２】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢは、Ｓ１インターフェイスを介して受信された
パケットのヘッダの内容を解釈することで、かかるパケットの「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ
」が変更されているか否かについて判断することができる。
【００６３】
　本実施形態の第１の特徴において、移動局ＵＥから受信されたパケットが新規のＡｄｄ
-ＣＩＤを有するＩＲパケットであるか否かに基づいて「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の変
化を検出するように構成されている検出部１４を具備してもよい。
【００６４】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥから受信されたパケットが新規
のＡｄｄ-ＣＩＤを有するＩＲパケットである場合に、かかるパケットの「Ｓｔａｔｉｃ
　ｐａｒｔ」が変更されていると判断することができる。
【００６５】
　本実施形態の第１の特徴において、通信制御部１３は、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の
変化が検出された場合で、かつ、新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合に、
設定されているセッションのうち最も古くに設定されたセッションを削除して新規セッシ
ョンを設定するように構成されていてもよい。
【００６６】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢは、設定されているセッションのうち最も古く
に設定されたセッションを削除することで、新規セッションを追加するとベアラ＃１内で
無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることにな
る場合であっても、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを送信するた
めの新規セッションを追加することができる。
【００６７】



(9) JP 6055389 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

　本実施形態の第１の特徴において、通信制御部１３は、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の
変化が検出された場合で、かつ、新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合に、
設定されているセッションのうち所定時間パケットが送信されていないセッションを削除
して新規セッションを設定するように構成されていてもよい。
【００６８】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢは、設定されているセッションのうち所定時間
パケットが送信されていないセッションを削除することで、新規セッションを追加すると
ベアラ＃１内で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定
されることになる場合であっても、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケッ
トを送信するための新規セッションを追加することができる。
【００６９】
　本実施形態の第１の特徴において、通信制御部１３は、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の
変化が検出された場合で、かつ、新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合に、
Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを起動するように構成されていてもよい。
【００７０】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢは、新規セッションを追加するとベアラ＃１内
で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることに
なる場合であっても、Ｉｎｔｒａ-ｃｅｌｌハンドオーバを起動することで、「Ｓｔａｔ
ｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを送信するための新規セッションを追加する
ことができる。
【００７１】
　本実施形態の第１の特徴において、通信制御部１３は、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」の
変化が検出された場合で、かつ、新規セッションを追加するとベアラ＃１内で無線基地局
ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることになる場合に、
ベアラ＃１を一旦削除して再度同一のベアラ＃１を追加するように構成されていてもよい
。
【００７２】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢは、新規セッションを追加するとベアラ＃１内
で無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力を超える数のセッションが設定されることに
なる場合であっても、一旦ベアラ＃１を削除して再度同一のベアラ＃１を追加することで
、「Ｓｔａｔｉｃ　ｐａｒｔ」が変更されているパケットを送信するための新規セッショ
ンを追加することができる。
【００７３】
　本実施形態の第１の特徴において、通信制御部１３は、同一のＲＲＣメッセージによっ
て、移動局ＵＥに対して、ベアラ＃１の削除及び追加を指示するように構成されていても
よい。
【００７４】
　かかる特徴によれば、アラ＃１の削除及び追加を指示するために、既存の「ＲＲＣ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を活用することで、無駄な信号
の送信を回避することができる。
【００７５】
　また、上記においては、無線基地局ｅＮＢ或いは移動局ＵＥの能力について言及したが
、ベアラ当たりのセッション数は、ネットワークのコンフィギュレーションパラメータに
より制限されていてもよい。
【００７６】
　なお、上述の移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施さ
れてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施され
てもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
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【００７７】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００７８】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かか
る記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥ及び無線
基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【００７９】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００８０】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ…無線基地局
１１…送信部
１２…受信部
１３…通信制御部
１４…検出部
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              特開２０１０－１５４３６７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              ３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１，４
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